
 

 

２ 伊賀市産業廃棄物処分場水質汚濁防止等調停申請事件 

 （平成17年（調）第１号事件） 

(1) 事件の概要 

平成17年８月29日、三重県、大阪府及び京都府の住民ら110人から、三重県伊賀市

において安定型最終処分場を設置・操業している産業廃棄物処理業者、産業廃棄物搬

入業者及び処分場土地所有者並びに三重県を相手方（被申請人）として、調停を求め

る申請があった。 

申請の内容は以下のとおりである。申請人らは、本件処分場に違法に埋め立てられ

た産業廃棄物に起因する有害物質を含んだ排水が地下水やその周辺の河川へ流入し、

その水系に水源地をもつ市民の生活環境にも影響するおそれがあることから、同処分

場の適正な管理を求めるとして、被申請人らに対し、共同して、許可された産業廃棄

物以外の産業廃棄物を同処分場から撤去するとともに、許可された産業廃棄物以外の

産業廃棄物の埋立状況、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）、硫化水素及び有害化学物質

による汚染について調査することを求めるものである。 

(2) 事件の処理経過 

公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに調停委員会を設け、12回の調停期日

（４回の現地期日を含む。）を開催するとともに、平成19年５月10日、化学物質、廃

棄物処理に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員２人を選任し、現地調

査、水質・土質分析調査を実施するなど、手続を進めたものの、平成22年７月６日、

調停委員会は、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事

者間に合意が成立する見込みがないと判断し、公害紛争処理法第36条第１項により調

停を打ち切り、本事件は終結した。 

 

  


	本事件は、熊本県から鹿児島県にまたがる不知火海の沿岸の漁民等が、チッソ株式会社水俣工場からの排水に起因した水俣病に罹患し、これによって精神上及び財産上の損害を被ったとして、チッソ株式会社を相手方（被申請人）として、賠償金の支払等を内容とする調停を求めたものである。
	昭和48年度の第１次調停以来、平成22年度末までに53次にわたる調停を実施し、606件（患者数1,463人）について調停が成立した（表１－２－２）。
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	(4) 調停調書の例



